
令和８年７月１０日 

大 間 町 

 

車検切れ公用車の公務使用について 

 

 大間町役場住民福祉課で管理している公用車について、車検期間及び自賠責保険の

有効期間が満了していたにもかかわらず使用していた事実が下記のとおり判明いたし

ましたので、お知らせいたします。 

 町民の皆様の信頼を損ねる結果となりましたことを深くお詫び申し上げますととも

に、再発防止に努めて参ります。 

 また、町長のコメントを別紙のとり提供させていただきます。 

 

記 

 

１ 事実が判明した経緯 

  令和８年６月３０日、会計年度任用職員（運転手）から車検が切れているのではな 

 いかとの通報があり確認したところ公用車１台が車検満了日を経過していることが

判明。 

２ 車両使用状況等 

（１）車検満了日：令和８年４月９日 

（２）自賠責保険満了日：令和８年４月２８日 

（３）走行日数：１６日 

（４）走行回数：１６回 

（５）走行距離：２５８キロメートル 

（６）運転人数：１人 

（７）事故等：なし 

３ 判明後の対応 

（１）令和８年６月３０日付で直ちに車両の使用を中止した。 

（２）令和８年６月３０日付で業者に車検を実施できるよう依頼。 

（３）令和８年７月１日付大間警察署に報告。 

４ 再発防止策 

（１）車両台帳の整理点検をすること。 

（２）全体スケジュールに車検満了日を入力し共有する。 

（３）総務課、所管課での定期的なチェックを行う。 

 

 



大間町長 コメント 

 

 

 

【公用車の車検切れについて】 

 

 

 

 このたび、大間町が使用する公用車について、車検期間及び自賠責保険の有効

期間が満了していたにも関わらず使用していた事実が令和８年６月３０日に判

明しました。 

 車両管理に関するチェック体制の不備が招いた事態であり、町民の皆様から

の信頼を損ねてしまったことを深く反省するとともに、心よりお詫び申し上げ

ます。 

 今後は、同様の事態を発生させないよう、チェック体制の強化を図るなど、公

用車の管理体制を見直して再発防止に努めるとともに、信頼回復に努めて努め

てまいります。 

 

 

令和８年７月１０日 

大間町長 野﨑 尚文 

 

 

 

 

 

 

 


